
 

ＨＰＶワクチン薬害訴訟について 

          ＨＰＶワクチン薬害訴訟全国原告団 

第１ はじめに 

  ＨＰＶワクチン（通称「子宮頸がんワクチン」とも呼ばれている）とは、ＨＰＶ（ヒト

パピローマウイルス）の感染予防を目的としたワクチンである。 

 現在日本ではグラクソ・スミスクライン社の「サーバリックス」およびＭＳＤ社の「ガ

ーダシル」が販売されている。 

  ＨＰＶワクチンの接種開始直後から、接種を受けた主に中学生～高校生の女性たちに、

多種多様な健康被害（副反応）が相次いで発生した。   

  ２０１６年７月２７日、ＨＰＶワクチン薬害の被害者らは、国及び製薬企業２社（グラ

クソ・スミスクライン社、ＭＳＤ社）に対し損害賠償等を求める訴訟を全国４地裁（東

京、名古屋、大阪、福岡）で同日一斉提訴した。ＨＰＶワクチン薬害訴訟である。 

    一次提訴２０１６年７月２７日 

二次提訴２０１６年１２月１４日 

三次提訴２０１７年５月１８日(名古屋地裁)  

     ２０１９年７月１９日(東京地裁、大阪地裁) 

現在１２７名  

 

第２ 子宮頸がんとＨＰＶについて 

１ 子宮頸がんとは 

  子宮頸がんは、子宮頸部（子宮の下方の狭い末端部）の組織に悪性（がん）腫瘍が認め

られる病気である。 

  子宮頸がんは、通常、一定の時間をかけてゆっくりと増殖する。 

 がんが子宮頸部に発見される以前の段階として、子宮頸部の組織に正常でない細胞が出現

する。この変化を異形成（または前癌病変）という。 

 ＣＩＮ１（軽度異形成）→ＣＩＮ２（中等度異形成）→ＣＩＮ３（高度異形成・上皮内

がん）→ 浸潤がん という経過をたどる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立がん研究センター 

がん情報サービス HPより 
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２ ＨＰＶと子宮頸がん 

  子宮頸がん発生の主要なリスク因子は、ＨＰＶ感染と言われている。 

ＨＰＶは粘膜の接触によって感染するウイルスで、ほとんどが性交渉によって感染す

る。ＨＰＶはどこにでもあるありふれたウイルスで、性経験のある女性の約５～８割はＨ

ＰＶ感染経験があると言われている。 

  たとえＨＰＶに感染しても、２年以内に９０％の人は免疫の力でウイルスが排除される

が、１０％の人は感染が長期間持続し、がんの前の段階である異型細胞が増殖する。感染

が持続し、自然に治癒しないグループが子宮頸がんに進行すると言われている（子宮頸が

ん発症に至るのは、ＨＰＶ感染者の０．１５％程度）。 

 

 

第３ ＨＰＶワクチンと予防接種について 

１ 日本における HPVワクチンの承認と予防接種等に関する時系列 



 

 

2016(H28)7月 全国４地裁で追加提訴 

2019(H31)7月 東京地裁・大阪地裁で追加提訴 

2020(R2)7月 日本でシルガード９（9価ワクチン）製造販売承認 

2022(R4)4月 「積極的な勧奨」再開 

 

２ ＨＰＶワクチンの特徴・問題点 

 

（1）ワクチンの恩恵を受ける人はごくわずか。 

・子宮頸がん発症に至るのは、ＨＰＶ感染者の０．１５％程度と言われており、ＨＰＶワ

クチンの恩恵を受ける人はごくわずかである。 

・空気感染や飛沫感染等もなく、感染症予防の公衆衛生上の必要性は乏しい。 

 

（２）ワクチンの対象となるウイルスの型が限定されている。 

・ＨＰＶは「型」で分類する種類がたくさんあり、現在１００種類以上が発見されている。

そのうち１５種類ほどが「発がん性ＨＰＶ（ハイリスクＨＰＶ）」と呼ばれるもので、子

宮頸がんの原因となる（ローリスク型ＨＰＶは子宮頸がんの原因にならない）。 

・サーバリックスは１６型・１８型、ガーダシルは６型・１１型・１６型・１８型（なお、

６型・１１型はローリスク型）を対象としており、他の型の感染は予防できない。 

・日本人の子宮頸がん発症者のＨＰＶ型は、１６型と１８型をあわせて約半分程度という

研究（琉球大）もあり、たとえワクチンが効果を完璧に発揮したとしても、半分程度しか

予防できないことになる。したがって、ＨＰＶワクチンの予防接種を受けたとしても、子

宮頸がんの検診自体は継続して受け続けなければならない。 

・子宮頸がんは検診によって早期発見可能（早期発見の場合、子宮全摘の必要なし。妊孕

性も保存される。）なため、ワクチン接種の必要性は乏しい。 

 

（３）臨床試験で確認されているのは、対象となる型のＨＰＶ感染及び前がん病変の予防効

果のみであり、子宮頸がん自体の予防効果が確認されているわけでは無い。また、ワクチ

ン効果の持続期間も不明。 

 

（４）ワクチンの効果・目的を達成するための高いハードル 



[ここに入力] 

 

・通常のワクチンは、①局所感染はするが、病気が重症化するのを防ぐ（インフルエンザ

ワクチンなど）、②局所感染はするが、その病気が発病するのを防ぐ（麻疹ワクチンなど）、

といった仕組みであるのに対し、ＨＰＶワクチンは、③局所感染そのものを一生防ぎ続け

なければならない（極めて高いハードル）。 

・血中の抗体価を非常に高い状態で維持し、血管から粘膜に抗体を浸み出させることによ

って、細胞の核にウイルスが侵入するのを防ぐ（局所感染防止）必要がある。 

 

（５）高いハードルを越えるための新規・特殊なワクチン（アジュバントの問題も） 

 ・ＨＰＶワクチンは、遺伝子組み換え操作でＨＰＶのＤＮＡを除去したＶＬＰ（ウイルス

様粒子）を使用した、新しい技術を使ったワクチンである。 

 

第４ 問題になっている副反応について 

１ 問題になっている症状 

 運動系：歩行障害、不随意運動、痙攣、脱力、筋力低下等 

 感覚系：全身の疼痛、視覚障害、光・音・嗅覚過敏等 

 自律神経・内分泌系：月経障害、過呼吸、発熱、睡眠障害等 

 認知・情動系：計算障害、識字能力低下、記憶障害、パニック発作、無気力等 

 →自己免疫性の神経障害・自己炎症の症状を中心に、多様な症状が重層的に変化・展開。 

 

２ ＨＡＮＳ 

 症状及び経過の多様性をもつＨＰＶワクチンの副反応の病像は、既存疾患では捉えきれ

ない。一方で、その多様性は、共通の発症機序によって説明が可能である。そこで、これ

らは、ＨＰＶワクチンによる過剰な免疫反応が引き起こす１つの疾患群として統一的にと

らえることが適切である。 

 ２０１４年９月、日本線維筋痛症学会において、上記のような多彩な臨床症状を呈し

ているＨＰＶワクチン接種後の疾患概念として、ＨＰＶワクチン関連神経免疫異常症候

群ＨＡＮＳ（HPV vaccination associated with neuro-immunopathic syndrome）が提唱

された。 

 

３ 問題点 

 副反応被害者の症状は多種多様で、１年以上たってから症状が出るケースもありＨＰＶ

ワクチン接種との関連性に被害者自身が気づかない場合もある。 

 ＭＲＩやＣＴなどによる他覚所見を得にくい場合も多く、病院をたらい回しにされたあ

げく詐病扱いされ、被害者が精神的にさらに傷つき追いつめられるという二次被害も多数

発生。 

 症状発生のタイミングも、接種直後から発生する場合もあれば数ヶ月以上経過してから

発生することもあり、症状が変遷したり進行したりする。 

 副反応の症状発生・進行の医学的機序も完全には解明されておらず、治療法も確立して



 

いない。 

 被害者は主に中学生～大学生の女性で、学校を退学したり、進学や将来の夢を断念した

りするケースも多い。学校現場での理解・対応も不十分。 

 

４ 副反応の発生頻度など 

承認～２０１９年４月末までの接種者数 

※厚労省発表（出荷本数を２．４で割った推定） 

 

 

 

副反応報告件数はＨＰＶワクチン合計で３１８７件（うち重篤１８３７件） 

１００万回接種あたり副反応報告件数（括弧内は重篤例） 

１００万回接種あたり 
サーバリックス ３６１（２１１） 

ガーダシル ３３４（１８９） 

                ※ＨＰＶワクチン計 ３５５（２０４） 

 

他のワクチンの１００万回接種あたり副反応報告件数（括弧内は重篤例） 

                  

 

 

 

※予防接種法Ａ類疾病１０ワクチン計 ４２（２７） 

 

→厚労省の副反応の報告・調査システムは接種後２８日間に発生した症状に対象を限定する

など、ＨＰＶワクチン副反応の実態に合致していない。追跡調査では、発症から 7日以内に

回復した人は調査対象から除くなど、調査結果と被害実態が大きく乖離
か い り

している。 

→問題の多い報告システムであるにもかかわらず、副反応出現率は高い。 

 

 ＨＰＶワクチンの被害は日本のみと誤解されている方もいるが、オーストラリアでは２

０１５年２月までに３，４０４例、イギリスでは２０１５年６月までに８，２４３例等、

海外でも多くの被害報告が出ており、米国やコロンビアでは訴訟も提起されている。 

 

第５ 被害者の救済   

１ 予防接種副作用に関する既存の救済制度 

定期接種については予防接種法１５条に基づく予防接種健康被害救済制度、任意接種につ

いては独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の医薬品副作用被害救済制度が存

在するが、不十分である。 

救済制度適用の可否は厚労省・ＰＭＤＡの審議・判定によるが、救済の対象・範囲ともに、

サーバリックス ２６０万人 ガーダシル ８２万人 

合計３４２万人（推定） 

１００万回接種あたり  

麻しん・風しん ２４（１５） 

日本脳炎 ２４（１２） 

水痘 ２２（１５） 
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十分な救済がなされているとは到底言えない状況である。 

 

２ 訴訟で目指すもの 

 ＨＰＶワクチン薬害訴訟は、訴訟上の請求自体は損害賠償請求であるが、金銭的な賠償に

とどまらず、恒久対策や再発防止を含めた解決を目指す訴訟である。 

被害者の願いは、将来にわたって医療や生活全般にわたって安心して生きていけるようにす

ること、また、真相を明らかにして被害をくりかえさないようにすることであり、訴訟によ

り国と企業の法的責任を明確にし、それを基盤に真の救済と再発防止を実現していきたい。 

 

３ 訴訟での主張のポイント 

 ワクチンも医薬品であり、有用性を欠くワクチンを承認し製造販売することは違法！ 

 ワクチンは健康人に予防目的で接種するものであり、治療用の一般医薬品と比較してよ

り高い有効性・安全性が必要になる。 

 さらに、緊急促進事業や定期接種により広く国民に接種を勧奨する場合、さらに高いレ

ベルの有効性・安全性や公衆衛生上の必要性が要求される。 

 しかし、ＨＰＶワクチンの有効性には限界がある（対象となるワクチン型が限定されて

いる問題や、効果の持続期間が不明であることなど）。 

 限定的な有効性と比較して、ＨＰＶワクチンの危険性は高い。他のワクチンと比較して

も副反応の発生率は高く、自己免疫系の神経障害を中心とする深刻な副反応が多数発生し

ている。 

 より効果的で安全な代替手段（検診）も存在し、有用性は認められない。 

 情報提供も不十分・不正確であった。 

 被害者に生じている損害は極めて大きく、国・企業の責任は非常に重い。 

 

４ 運動の重要性 

 訴訟が提起されたが、通常の訴訟活動だけではなく、マスコミや世論を巻き込んだ運動を

起こしていくことは必要不可欠で、悲惨な被害の実態をより広く知ってもらうことが最重

要。ワクチンによる被害であることを気づいていない被害者も多数いるはずであり、より多

くの国民に情報を届ける必要がある。 

２０２０年にはシルガード９が承認され、厚労省のパンフレット改悪もなされた。２０２２年４月には

積極的勧奨が再開され、新たな被害者がさらに発生している。 

被害救済のためにも、再発防止のためにも、訴訟を中心に、うねりのような運動を展開してい

かなければならない。 

 毎回の裁判期日で法廷傍聴席を満席にすることはもちろん、街頭でのビラ配りなど地道な

活動も必要。政治家へのロビー活動も世論の後押しが鍵になる。 

 ぜひ、みなさまのご支援をお願いいたします。 

 



梅本美有（HPV ワクチン被害者） 

 

●接種してから 

 

私は子宮頸がんワクチンのことを知ったのは学校からもらったチラシでした。教師から女子だけ集め

られ、これは絶対打っておいたほうがいいと言われたのを覚えています。母も娘がガンになるのを防げ

るのならと親子で打たなきゃねと話していました。2012 年、中学三年生のときに 1.2 回目を接種しまし

た。高校に入学してすぐ、再度チラシが配られ、3 回目を 2013 年の 5 月に接種しました。 

3 回目の接種後、激しい倦怠感に襲われ、制服を着たまま倒れこむように寝ました。母が声をかけても

反応がなく、翌日の昼頃まで起きてこなかったそうです。 

3 日後からは、左足に激しい痛みが出てきました。夕方歩けないほど痛く、週一回の楽しみであった部

活にも出られなく、学校まで迎えに来てもらいました。 

その足ですぐに整形外科に行き、レントゲンや CT を取るも異常はありません。とりあえず、原因がわ

からないので、湿布を処方します。また、来てくださいと言われました。 

痛みは左足全体に広がり、自力で歩行することが困難になりました。電車で通学する事ができなくなっ

たので、母や祖父母に車で送迎をしてもうようになりました。痛みは高校 1 年 生の 2 学期ごろまで続

き、徐々に軽減していきましたが、なくなる事はありませんでした。 当時は意識していなかったのです

が、思い返せば 1 回目、2 回目を接種した後から、いつも頭が痛く、鎮痛剤を箱ごと学校に持って行っ

ていました。頭だけでなく、肩と腰にも重く鈍い痛みがありました。友達にも肩が痛いから揉んで、とよ

く頼んでいたのを覚えています。当時は、ワクチンと痛みが関係あるなど微塵も思ってはいませんでし

た。 

なぜなら、ワクチンを打った際も「稀に打った後、腕が腫れたり熱が出たりする」としか説明されてい

ませんでした。 

そして、それまでの私は、恥ずかしながらワクチンは病気を予防できるもので、副作用はそんなにない

という認識しかなかったのです。授業で触れた薬害にも関係ないことと思っていました。 

 痛みが少し治まってきた後も、激しい生理痛で欠席したり、身体中に湿疹が出てきたりと次々に自分

の身体に異常がでてきました。あまり気にしないようにはしていましたが、自分の身体がおかしくなっ

ている感覚がずっとあり、何かわからない不安をいつも抱えていました。 

高校 2 年生になった頃からは風邪を頻繁に引くようになり、頭痛や吐き気がずっと続いていました。

とても疲れるようになり、学校の行事などで少しでも無理をすると、帰宅後は倒れるように眠り込んで

いました。秋ごろにまた風邪を引きました。今度は呼吸が苦しくなり、動悸やめまい・ふらつき、 起き

上がる事が出来ない倦怠感、割れてしまいそうな頭痛が出始めました。それまでは 朝 5 時半には起き、

学校まで通学していましたが、夕方近くまで目覚めない事も度々ありました。 

具合が悪い娘から昼過ぎても連絡がないので、母は心配で近くに住む祖母に私の様子を伺ってほしい

と頼んでいたそうです。 

その頃から全身に痛みが出るようになりました。それから半年ほど経った頃に目の奥が痛くなりはじ

めました。太陽や電気の光がとても眩しく感じるようになり、室内でもサングラスをかけないと過ごせ

ませんでした。さらには、瞼が自分の意志と関係なくぱちぱちと激しく動き、目を開けているのが辛くな



りました。 複数の医療機関を受診しまたが、これといった原因が見つかりませんでした。 

何種類もの痛み止めを試しました。しかし、薬を飲むと、激しい嘔吐や頭痛、ふらつきが出るので薬を

飲むこともできず、ひたすら我慢するしかありませんでした。 2017 年に、他の被害者に効果があった治

療を受けるため、福岡から遠く離れた関東の病院で自由診療の治療を受けました。幸いな事に、治療の効

果で朝が起きられるようになりました。光を眩しく感じる事も軽減されました。しかし、高額な治療費が

かかってしまい、母子家庭で、私の通院のために仕事を辞めた母には家計には大きな負担だったと思い

ます。 

その後、被害者をたくさん受け入れている鹿児島大学病院を受診し、様々な検査をした結果、脳に炎症

が起きていることがわかりました。被害者の多くに出ているそうです。 

ワクチンを打ったことにより身体がおかしくなったのだと、それまでの不安が確信に変わりました。 

その後はステロイドパルスや免疫吸着療法をするために何度も入院しました。 

何百 km もある道のりを通院や入院するのはとてもきつく、負担がかかります。しかし、少しでも症状

が減るならと思い家族で頑張りました。 

しかし、4 クールの治療の甲斐もなく、私の症状にはほとんど効果がなかったのです。 

免疫抑制剤なども試しましたが、それも効果がなく、現在は経過観察のみとなっています。 

 

●現在の状況 

 

いくつかの症状は時に軽減したりしていますが、私は現在も全身の激しい痛み、激しい倦怠感、生理

痛、頭痛やめまい、ふらつき、筋力低下、口内炎等の症状に悩まされています。 

これまでの約 10 年間、少しでもいいと聞いた治療は片っ端から試してきました。しかし、有効な治療

法がないまま、私はどんなに痛みが出ても耐えるだけで、倦怠感で起き上がられなくても横になってい

るだけしかできません。 

高校 3 年生に進級するときに、通っていた高校から全く対応をしてもらえず、全日制の公立高校から

私立の単位制高校に転校しました。体調が悪いながらも、家族や先生、友人の協力のおかげで何とか卒業

することができました。大学で勉強がしたかったので 1 年間の自宅療養を経て、ＡＯ受験をして大学に

合格しました。大学生活は楽ではありませんでした。体調が悪く、歩けないことも多かったので、半分く

らいは車椅子で通学していたと思います。 

しかし、私は高校にも途中で行けなくなって、体調が悪く、勉強どころではなったのでしっかりと勉強

したい！と思い、少し無理をしてでも大学に通いました。 

在学中、3 回ほど長期入院もしましたが、単位を落とすことなく 4 年で卒業できました。そのことは少

しだけ自分の自信に繋がっています。 

就職も勉強したことと関係のある仕事に就きたかったのですが、体調的に難しいだろうということで

障がい者枠のある仕事の試験を受け合格しました。 

昨年の 4 月から働き始めましたが、朝きつくて起きられないことや、仕事中も痛みや倦怠感などに襲

われることがあり、早退や欠勤が続きました。入職後半年で病気休暇をとりました。今年度から復職して

いますが、痛みで仕事ができないことやきつさで立っていられないことが多く、有給休暇も残り僅かで

す。そろそろ辞めざるを得ないかなと思っています。 



 職場の人たちはとても優しく、業務にも充実感や達成感があり、もっと働きたい、スキルを磨きたいと

思うのですが、身体だけがついていきません。 

私がふつうの身体だったらこんなこと思わずに、もっとやれるのにと思うこともあります。 

働けなくなったらどうやって暮らしていけばいいのかわかりません。 

 

●医療機関の対応 

 

3 回目のワクチン接種の 3 日後に痛みが出て、近所の整形外科を受 診し、検査をしましたが原因は分

かりませんでした。総合病院でも様々な検査をしましたが検査上の異常はなく、痛み止めの湿布とリハ

ビリを勧められたけでした。それどころか 懸命に痛みを訴える私と母に「腕に打った予防注射で足が痛

くなるはずがない」「何か学校で嫌な事でもあっ たんじゃないの。」と吐き捨てるような口調で言われま

した。後日、母がこの病院の先生に、 厚生労働省にこのワクチンの副反応報告をしてもらえないかと頼

んだところ、ものすごい剣 幕で、「副反応のはずがない。」と言われました。副反応でないという理由を

教えてほしい と言うと、またすごい剣幕で専門用語をまくしたてられたそうです。 理由を知るために

他の医療機関もたくさん受診しました。しかしどこでも気のせいだ、とか不定愁訴だとか言われるだけ

でした。しっかり検査してみようと、国の指定協力医療機関の大学病院で数週間検査入院しましたが、や

はり検査に異常は出ず、治療することはできませんでした。このワクチンを接種するまでは病気をする

こともなく健康体で、未来にたくさんの希望をもって生きてきました。しかし、ワクチンを接種してから

は、訳の分からない様々な症状が出できて不安でたまりませんでした。その不安を解消するために医療

機関を受診しても、頭から症状を否定されました。 

身体の症状以外に、精神的な問題がないことは自分自身が一番よくわかっています。 

しかし、たくさんの症状で苦しんでいる中、頭ごなしに否定されたり、精神的なものだと決めつけら

れ、理解しようという姿勢が全く見受けられないことはとても辛かったです。 

しかし、中には被害者たちの話を真摯に聞き、研究を進めている医師もいます。 

訪ねた際、「ワクチンを接種してからこんなに症状が出てきたのだから明白だよ。研究も進んできてい

る、必ず治るから頑張ろう」と言ってもらえました。 

心の問題で体調が悪くなったのではないと、やっと認めてもらえたようで救われた気持ちになりまし

た。  

 

●学校の対応 

 

私は子どもが好きで、将来は保育士になりたいと考えていました。高校を卒業したら大学の寮に入りた

いなと思い、勉強も頑張っていました。学校に通うのは楽しく、将来も希望で溢れていましたが、現実に

は、起き上がることができず学校は休みがちになり、体育の授業も受けられなくなりました。あまりにも

体調が悪く、通学ができないため、母が事情を説明し、保健室登校やレポート提出などの代替など何か方

法 はないかと頼みましたが「高校は義務教育ではありません。どんな事情があっても教室で受けない授

業には単位はでません。」と言われました。そのため、這うようにして学校に行っていました。 

本当に心の問題で、通学したくないならそこまでするでしょうか。私は学校には行きたかったので、き



つい身体に鞭を打って出席していました。 

しかし、そんな私の思いも届かず、学校からは「このままでは 3 年生に進級できたとしても結局、学校

には通えないのではないですか」と言われました。母が、なんとか続けられるような方法はないかと何度

も話しましたが、学校側からは何の解 決策もなく、暗に退学や転校をすすめられました。 

部活は軽音楽部に入っており、ギターを担当していました。3 年生の文化祭でステー ジに上がり演奏

するのを目標に練習も頑張っていましたが、2 年生が終わる時に転学したので、その目標も叶いません

でした。 

勉強したい、学校に通いたいという意欲があっても制度にそぐわなければこんなに簡単に 切り捨てる

のかと絶望しました。 

 

●私が求めること 

 

HPV ワクチンを打って 10 年が経とうとしています。 

私にはいまだに痛みや倦怠感など多くの症状があります。それらは入れ替わり立ち代わり現れて、耐え

るしか術はありません。治療法も確立していません。 

本来なら 10 代というのは、人生で最も充実した日々だったと思います。しかし私にとってこの 10 年

間はずっと痛みや苦しさと闘う日々でした。 

私は今年で 24 歳になりました。お酒も飲めるし、仕事もしています。 

国はいつまで思春期の症状といって私達から目を逸らして逃げるつもりなのかなと感じています。 

2022 年 4 月から、長く中止されていた積極的勧奨が再開されました。 

今いる沢山の被害者は副反応が出た健康被害だけでなく、学校をやめたり誹謗中傷を受けたり、人生を

壊されその状態がいまだに続いています。 

しかし、国は「被害者に対して十分な支援ができている」といいました。 

これだけ何もかも放置したまま、そのような発言があったことに抑えきれない怒りを覚えました。積極

的接種勧奨が中止されて 8 年間、実際に救済や支援がされたことは全くないと感じています。 

今、私たちの被害を知らない保護者や女の子たちは、国からのお知らせを見て、ワクチンを打たなけれ

ばと思っているかもしれません。実際に打った人も増えたと思います。 

改良されていないワクチンを打つことで新たな被害者が出てくることは明確です。 

しかし、私は被害を受けたひとりとして、大人として、子供たちに苦しんでほしくはありません。そし

て、今いる被害者たちにも真剣に向き合ってほしいと思っています。 

何も特別なことを望んでいません。 

以前のように健康な体で、学校や仕事に行きたい。ワクチン被害といって詐病だ、気のせいだと言われ

たくない。家族に頼らず、自立して生活したい。そんな風に多くの人が送っている普通の生活をしたいだ

けです。 

苦しんだ時間は戻っては来ません。前に進んでいくしかありません。しかし、これから先の長い人生に

おいて、苦しむ時間を少しでも減らしたいと思っています。そのため、私は裁判で闘っています。 

望むことはただひとつ、普通の生活がしたいだけです。 

 


